
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年環境庁告示第13号）新旧対照表及び変更理由等

改正案 現行 変更理由等

一

埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥（トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジ
クロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロ
エタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン及びベン
ゼン（以下「揮発性物質」という。）の検定に係るものを除く。）、鉱さい若
しくはばいじん若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの
（揮発性物質の検定に係るものを除く。）又は海洋投入処分を行おうとする無
機性の汚泥（揮発性物質の検定に係るものを除く。）に係る検液は、次の表に
掲げる方法により試料の作成、試料液の調整及び当該産業廃棄物に含まれる金
属等（金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一の第一欄
に掲げる物質をいう。以下同じ。）の溶出の操作を行って得られた試料液を三
千重力加速度で二十分間遠心分離した後、孔径一マイクロメートルのメンブラ
ンフィルター（ろ紙は測定項目に対して吸着が起こらない材質のもの）を用い
てろ過した溶液から検定に必要な量を正確に計り取って作成するものとする。

埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥（トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジ
クロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロ
エタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン及びベン
ゼン（以下「揮発性物質」という。）の検定に係るものを除く。）、鉱さい若
しくはばいじん若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの
（揮発性物質の検定に係るものを除く。）又は海洋投入処分を行おうとする無
機性の汚泥（揮発性物質の検定に係るものを除く。）に係る検液は、次の表に
掲げる方法により試料の作成、試料液の調整及び当該産業廃棄物に含まれる金
属等（金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一の第一欄
に掲げる物質をいう。以下同じ。）の溶出の操作を行って得られた試料液を孔
径一マイクロメートルのグラスファイバーフィルターペーパー（ＧＦＰ）を用
いてろ過した後の溶液（ろ過が著しく困難な場合は、当該試料液を毎分約三千
回転で二十分間遠心分離した後の上澄み液）から検定に必要な量を正確に計り
取って作成するものとする。

・メンブランスフィルターはグラ
スファイバーフィルターに比べて
孔径が一定しており、１マイクロ
メーターの粒子除去の再現性ひい
ては測定値の再現性の観点から基
本的にメンブランスフィルターと
するため。
・農薬類等はろ紙の材質によって
吸着することがあるため、材質の
選択を行う必要があるため。

試料 ロ

燃え殻、汚泥及びばいじん以外の産業廃棄物のうち、粒径五ミリメートル以下
のものにあっては有姿のまま採取したものとし、それ以外のものにあっては有
姿のまま採取し、粉砕した後、日本工業規格Ｚ八八○一（二○○六）に定める
網ふるい（目開きが○・五ミリメートルのもの及び四・七五ミリメートルのも
の）を用いて粒径が○・五ミリメートル以上五ミリメートル以下となるように
したものとする。

燃え殻、汚泥及びばいじん以外の産業廃棄物のうち、粒径五ミリメートル以下
のものにあっては有姿のまま採取したものとし、それ以外のものにあっては有
姿のまま採取し、粉砕した後、日本工業規格Ｚ八八○一（一九九四）に定める
網ふるい（目開きが○・五ミリメートルのもの及び四・七五ミリメートルのも
の）を用いて粒径が○・五ミリメートル以上五ミリメートル以下となるように
したものとする。

・ＪＩＳ改正による

イ

埋立処分（海面埋立処分を除く。）を行おうとする燃え殻、汚泥、鉱さい、ば
いじん又はこれらの産業廃棄物を処理するために処理したものにあっては、試
料（単位グラム）と溶媒（水（日本工業規格Ｋ○五五七（一九九八）に規定す
るＡ三又はＡ四のものをいう。以下同じ。））（単位ミリリットル）とを重量
体積比十パーセントの割合で混合し、かつ、その混合液が五百ミリリットル以
上となるようにしたものとする。容器の容積は溶媒の体積の概ね二倍とする。

埋立処分（海面埋立処分を除く。）を行おうとする燃え殻、汚泥、鉱さい、ば
いじん又はこれらの産業廃棄物を処分するために処理したものにあっては、試
料（単位グラム）と溶媒（純水に水酸化ナトリウム又は塩酸を加え、水素イオ
ン濃度指数が五・八以上六・三以下となるようにしたもの）（単位ミリリット
ル）とを重量体積比十パーセントの割合で混合し、かつ、その混合液が五百ミ
リリットル以上となるようにしたものとする。

ロ

海面埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥、鉱さい若しくはばいじんを処分す
るために処理したもの（燃え殻、汚泥及びばいじんであるものを除く。）又は
鉱さいにあっては、試料（単位グラム）と溶媒（水）（単位ミリリットル）と
を重量体積比十パーセントの割合で混合し、かつ、その混合液が五百ミリリッ
トル以上となるようにしたものとする。容器の容積は溶媒の体積の概ね二倍と
する。

海面埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥、鉱さい若しくはばいじんを処分す
るために処理したもの（燃え殻、汚泥及びばいじんであるものを除く。）又は
鉱さいにあっては、試料（単位グラム）と溶媒（純水に水酸化ナトリウム又は
塩酸を加え、水素イオン濃度指数が七・八以上八・三以下となるようにしたも
の）（単位ミリリットル）とを重量体積比十パーセントの割合で混合し、か
つ、その混合液が五百ミリリットル以上となるようにしたものとする。

ハ

海面埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥、ばいじん若しくは燃え殻、鉱さい
若しくはばいじんを処分するために処理したもので汚泥であるもの又は海洋投
入処分を行おうとする無機性の汚泥にあっては、試料に溶媒（水）を加え、そ
の混合液（単位ミリリットル）に含まれる固型分（単位グラム）の重量体積比
が三パーセントとなるようにし、かつ、その混合液が五百ミリリットル以上と
なるようにしたものとする。容器の容積は溶媒の体積の概ね二倍とする。

海面埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥、ばいじん若しくは燃え殻、鉱さい
若しくはばいじんを処分するために処理したもので汚泥であるもの又は海洋投
入処分を行おうとする無機性の汚泥にあっては、試料に溶媒（純水に水酸化ナ
トリウム又は塩酸を加え水素イオン濃度指数が七・八以上八・三以下となるよ
うにしたもの）を加え、その混合液（単位ミリリットル）に含まれる固形分
（単位グラム）の重量体積比が三パーセントとなるようにし、かつ、その混合
液が五百ミリリットル以上なるようにしたものとする。

溶出
常温（おおむね摂氏二十度）常圧（おおむね一気圧）で水平振とう機（あらか
じめ振とう回数を毎分約二百回に、振とう幅を四センチメートル以上五センチ
メートル以下に調整したもの）を用いて、六時間連続して振とうする。

常温（おおむね摂氏二十度）常圧（おおむね一気圧）で振とう機（あらかじめ
振とう回数を毎分約二百回に、振とう幅を四センチメートル以上五センチメー
トル以下に調整したもの）を用いて、六時間連続して振とうする。

・垂直振とうは、水平振とうに比
べ、溶出濃度が低い傾向となるた
め

・溶媒の定義を修正
・混合液量の容積比が大きくなる
と、溶出量が低値になる傾向があ
ることから、容器容積比を規定し
た。
・pH調整を不必要としたのは、廃
棄物中の主成分元素によって混合
液中のpHが決定されるため。
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二

海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥（ＰＣＢ、揮発性物質、チウラム、
シマジン、チオベンカルブ及び有機塩素化合物の検定に係るものを除く。）又
は摩砕した動植物性残さに係る検液は、有姿のまま採取した試料をビーカー
（容量五百ミリリットルのもの）に採り、金属製以外のへらを用いて小塊をつ
ぶし、均質な状態としたものを二ミリメートル目の合成繊維製ふるい（金属製
枠のものを除く。）にかけ、通過したものから必要な量（二百グラム以上とす
る。）を正確に計り取り、共栓付メスシリンダー（容量一リットルのもの）に
入れ、これに水を加えて全量を一リットルとし、この試料液を激しく振り混ぜ
て均質な状態にした後、速やかに検定に必要な量を正確に計り取って作成する
ものとする。ただし、六価クロムを含む汚泥又は摩砕した動植物性残さに係る
検液は、その試料液を三千重力加速度で二十分間遠心分離した後、孔径一マイ
クロメートルのメンブランフィルター（ろ紙は測定項目に対して吸着が起こら
ない材質のもの）を用いてろ過した溶液から検定に必要な量を正確に計り取っ
て作成するものとする。

海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥（ＰＣＢ、揮発性物質、チウラム、
シマジン、チオベンカルブ及び有機塩素化合物の検定に係るものを除く。）又
は摩砕した動植物性残さに係る検液は、有姿のまま採取した試料をビーカー
（容量五百ミリリットルのもの）に採り、金属製以外のへらを用いて小塊をつ
ぶし、均質な状態としたものを二ミリメートル目の合成繊維製ふるい（金属製
枠のものを除く。）にかけ、通過したものから必要な量（二百グラム以上とす
る。）を正確に計り取り、共栓付メスシリンダー（容量一リットルのもの）に
入れ、これに純水を加えて全量を一リットルとし、この試料液を激しく振り混
ぜて均質な状態にした後、速やかに検定に必要な量を正確に計り取って作成す
るものとする。ただし、六価クロムを含む汚泥又は摩砕した動植物性残さに係
る検液は、その試料液を孔径一マイクロメートルのグラスファイアーフィル
ターペーパー（ＧＦＰ）を用いてろ過した後の溶液（ろ過が著しく困難な場合
は、当該試料液を毎分約三千回転で二十分間遠心分離した後の上澄み液）から
検定に必要な量を正確に計り取って作成するものとする。

・「第一　検液の作成」一に同じ

三

海洋投入処分を行おうとする廃酸若しくは廃アルカリ又は浮遊性のきょう雑物
を除去した家畜ふん尿に係る検液は、有姿のまま採取した試料から必要な量
（二百ミリリットル以上とする。）を共栓付メスシリンダー（容量一リットル
のもの）に正確に計り取り、これに水を加えて全量を一リットルとし、この試
料液を激しく振り混ぜて均質な状態とした後、速やかに検定に必要な量を正確
に計り取って作成するものとする。ただし、揮発性物質の検定に係る廃酸若し
くは廃アルカリ又は浮遊性のきょう雑物を除去した家畜ふん尿にあっては、有
姿のまま採取した試料（別表第二㈢イに規定する試料の取扱いに準じて取り扱
う。）を検液とする。

海洋投入処分を行おうとする廃酸若しくは廃アルカリ又は浮遊性のきょう雑物
を除去した家畜ふん尿に係る検液は、有姿のまま採取した試料から必要な量
（二百ミリリットル以上とする。）を共栓付メスシリンダー（容量一リットル
のもの）に正確に計り取り、これに純水を加えて全量を一リットルとし、この
試料液を激しく振り混ぜて均質な状態とした後、速やかに検定に必要な量を正
確に計り取って作成するものとする。ただし、揮発性物質の検定に係る廃酸若
しくは廃アルカリ又は浮遊性のきょう雑物を除去した家畜ふん尿にあっては、
有姿のまま採取した試料（別表第二㈢イに規定する試料の取扱いに準じて取り
扱う。）を検液とする。

・水の定義を明確化

三 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五十五に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の五十五に定める方法 ・ＪＩＳ改正による

四 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五十四に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の五十四に定める方法 ・ＪＩＳ改正による

五
排水基準告示付表第一に掲げる方法又は日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）
の三十一・一に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジ
メトンにあっては、排水基準告示付表第二に掲げる方法）

排水基準告示付表第一に掲げる方法又は日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）
の三十一・一に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジ
メトンにあっては、排水基準告示付表第二に掲げる方法）

・ＪＩＳ改正による

六 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の六十五・二に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の六十五・二に定める方法 ・ＪＩＳ改正による

七 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の六十一に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の六十一に定める方法 ・ＪＩＳ改正による

八
日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の三十八に定める方法（日本工業規格Ｋ
○一○二（二○○八）の三十八・一・一に定める方法を除く。）

日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の三十八に定める方法（日本工業規格Ｋ
○一○二（一九九八）の三十八・一・一に定める方法を除く。）

・ＪＩＳ改正による

九

水質環境基準告示付表第三に掲げる方法又は日本工業規格Ｋ○○九三（二○○
六）に定める方法（海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥にあっては、同
方法の試験操作のうち、ヘキサン抽出、アルカリ分解及び抽出液の濃縮を別表
第一に掲げる方法により行うものとし、シリカゲルカラムクロマト管による妨
害物質の除去操作を行った後の溶液は検定が可能な定量限界が得られる液（例
えば二ミリリットル）まで濃縮するものとする。）

水質環境基準告示付表第三に掲げる方法又は日本工業規格Ｋ○○九三（一九九
五）に定める方法（海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥にあっては、同
方法の試験操作のうち、ヘキサン抽出、アルカリ分解及び抽出液の濃縮を別表
第一に掲げる方法により行うものとし、シリカゲルカラムクロマト管による妨
害物質の除去操作を行った後の溶液は検定が可能な定量限界が得られる量（例
えば二ミリリットル）まで濃縮するものとする。）

・ＪＩＳ改正による

二四
日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の六十七に定める方法（海洋投入処分を
行おうとする汚泥にあっては、日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の六十
七・一に定める方法を除く。）

日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の六十七に定める方法（海洋投入処分を
行おうとする汚泥にあっては、日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の六十
七・一に定める方法を除く。）

・ＪＩＳ改正による

二六
日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五十二に定める方法（海洋投入処分を
行おうとする有機性の汚泥にあっては、日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）
の五十二・一に定める方法を除く。）

日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の五十二に定める方法（海洋投入処分を
行おうとする有機性の汚泥にあっては、日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）
の五十二・一に定める方法を除く。）

・ＪＩＳ改正による

二七 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五十三に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の五十三に定める方法 ・ＪＩＳ改正による

二八
別表第六に掲げる方法又は日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の三十四に定
める方法

別表第六に掲げる方法又は日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の三十四に定
める方法

・ＪＩＳ改正による

三○ 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の六十五・一に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の六十五・一に定める方法 ・ＪＩＳ改正による

三一 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五十九に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の五十九に定める方法 ・ＪＩＳ改正による

三二 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の七十に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の七十に定める方法 ・ＪＩＳ改正による
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三三 日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の二十八・一に定める方法 日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の二十八・一に定める方法 ・ＪＩＳ改正による

１

汚泥及び汚泥を処分するために処理したもの（海洋投入処分を行おうとする有
機性の汚泥を除く。）の検定に係る第一○号から第一九号まで及び第二三号の
下欄に掲げる方法（別表第二に掲げるものを除く。）の試験操作については、
試料の取扱い、試料の作成及び検液の調整を別表第二㈢イ、ロ及びハの規定に
より行うものとし、試験操作に用いる水は日本工業規格Ｋ○五五七（一九九
八）に規定するＡ三又はＡ四のもの（以下同じ。）とする。

汚泥及び汚泥を処分するために処理したもの（海洋投入処分を行おうとする有
機性の汚泥を除く。）の検定に係る第一○号から第一九号まで及び第二三号の
下欄に掲げる方法（別表第二に掲げるものを除く。）の試験操作については、
試料の取扱い、試料の作成及び検液の調整を別表第二㈢イ、ロ及びハの規定に
より行うものとし、試験操作に用いる水は日本工業規格Ｋ○一二五（一九九
五）の二の（八）に定めるものとする。

・水の定義を修正

２

海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥の検定に係る第一○号から第一九号
まで及び第二三号の下欄に掲げる方法（別表第三に掲げるものを除く。）の試
験操作については、試料の取扱い及び試料の作成を別表第三㈢イ及びロの規定
により行うものとし、当該試料を別表第八に掲げる方法により調整して得られ
たメタノール抽出液（十マイクロリットルから百マイクロリットルとする。）
を、日本工業規格Ｋ○一二五（一九九五）の五・一に定める方法において用い
ることとされている試料の量と同量の水に、マイクロシリンジを用いて加えた
ものを試験操作の試料に用いることとし、試験操作に用いるガスクロマトグラ
フ質量分析計は揮発性物質の定量限界が○・○五ナノグラムから○・一ナノグ
ラムであるものとし、検量線の作成については、試験操作において用いたメタ
ノール抽出液と同量の検量線用標準溶液を水に加えたものを用いることとす
る。ガスクロマトグラフ質量分析計においてメタノールによる支障が認められ
る場合には、メタノールが吸着されにくいトラップ管充てん剤を用いるものと
する。

海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥の検定に係る第一○号から第一九号
まで及び第二三号の下欄に掲げる方法（別表第三に掲げるものを除く。）の試
験操作については、試料の取扱い及び試料の作成を別表第三㈢イ及びロの規定
により行うものとし、当該試料を別表第八に掲げる方法により調製して得られ
たメタノール抽出液（十マイクロリットルから百マイクロリットルとする。）
を、日本工業規格Ｋ○一二五（一九九五）の五・一に定める方法において用い
ることとされている試料の量と同量の水（日本工業規格Ｋ○一二五（一九九
五）の二の（八）に定めるものをいう。以下この項において同じ。）に、マイ
クロシリンジを用いて加えたものを試験操作の試料に用いることとし、試料操
作に用いるガスクロマトグラフ質量分析計は揮発性物質の定量限界が○・○五
ナノグラムから○・一ナノグラムであるものとし、検量線の作成については、
試験操作において用いたメタノール抽出液と同量の検量線用標準溶液を水に加
えたものを用いることとする。ガスクロマトグラフ質量分析計においてメタ
ノールによる支障が認められる場合には、メタノールが吸着されにくいトラッ
プ管充てん剤を用いるものとする。

・水の定義を修正

本文

有姿のまま採取した試料をビーカーにとり、金属製以外のへらを用いて小塊を
つぶし、均質な状態としたものを二ミリメートル目の合成繊維製ふるいにか
け、通過したものから必要な量（二十グラム以上三十グラム以下）を正確に計
り取り、これを還流冷却器付フラスコに入れ、水酸化カリウムのエチルアル
コール溶液五十ミリリットルを加え、約一時間水浴上で加熱分解を行い、摂氏
約五十度になるまで放冷し、ヘキサン五十ミリリットルを加えて振り混ぜる。
静置して室温になるまで放冷し、グラスウール又はグラスファイバーフィル
ターペーパー（ＧＦＰ）を敷いたロートを用いてろ過し、分液ロートに入れ
る。フラスコの内容物をヘキサン二十ミリリットルずつで三回洗い、洗液をろ
過して分液ロートに合わせる。分液ロート中の水の量が約五十ミリリットルに
なるように水（日本工業規格Ｋ○五五七（一九九八）に規定するＡ三又はＡ四
のものをいう。以下本表において同じ。）を加えて緩やかに振り混ぜた後、ヘ
キサンが十分分離するまで静置する（エマルジョンを生ずる場合は、エチルア
ルコール数ミリリットルを加えて緩やかに振り混ぜる。）。ヘキサン層を分離
し、水層を他の分液ロートに移し入れ、再びヘキサン五十ミリリットルを加え
て同様に抽出を行い、ヘキサン層を先の分液ロートに合わせる。更にヘキサン
層を水百ミリリットルずつで緩やかに振り混ぜながら三回水洗いし、十分に水
を分離する。ヘキサン層に無水硫酸ナトリウム約十グラムを加えて脱水した
後、濃縮器を用いて全量が約五ミリリットルになるまで濃縮する。

有姿のまま採取した試料をビーカーにとり、金属製以外のへらを用いて小塊を
つぶし、均質な状態としたものを二ミリメートル目の合成繊維製ふるいにか
け、通過したものから必要な量（二十グラム以上三十グラム以下）を正確に計
り取り、これを還流冷却器付フラスコに入れ、水酸化カリウムのエチルアル
コール溶液五十ミリリットルを加え、約一時間水浴上で加熱分解を行い、摂氏
約五十度になるまで放冷し、ヘキサン五十ミリリットルを加えて振り混ぜる。
静置して室温になるまで放冷し、グラスウール又はグラスファイバーフィル
ターペーパー（ＧＦＰ）を敷いたロートを用いてろ過し、分液ロートに入れ
る。フラスコの内容物をヘキサン二十ミリリットルずつで三回洗い、洗液をろ
過して分液ロートに合わせる。分液ロート中の水の量が約五十ミリリットルに
なるように純水を加えて緩やかに振り混ぜた後、ヘキサンが十分分離するまで
静置する（エマルジョンを生ずる場合は、エチルアルコール数ミリリットルを
加えて緩やかに振り混ぜる。）。ヘキサン層を分離し、水層を他の分液ロート
に移し入れ、再びヘキサン五十ミリリットルを加えて同様に抽出を行い、ヘキ
サン層を先の分液ロートに合わせる。更にヘキサン層を純水百ミリリットルず
つで緩やかに振り混ぜながら三回水洗いし、十分に水を分離する。ヘキサン層
に無水硫酸ナトリウム約十グラムを加えて脱水した後、濃縮器を用いて全量が
約五ミリリットルになるまで濃縮する。

・水の定義を明確化

備考
本表における用語その他の事項で本表に定めのないものについては、水質環境
基準告示付表三又は日本工業規格Ｋ○○九三（二○○六）に定めるところによ
る。

本表における用語その他の事項で本表に定めのないものについては、水質環境
基準告示付表三又は日本工業規格Ｋ○○九三（一九九五）に定めるところによ
る。

・ＪＩＳ改正による

別
表
第
二

（一） イ

日本工業規格Ｋ○五五七（一九九八）に規定するＡ三又はＡ四のもの（以下本
表において同じ。）約一・五リットルを分液ロート（容量二百ミリリットルの
もの）にとり、ヘキサン約百ミリリットルを加えて振り混ぜ、静置後水層を三
角フラスコ（容量二千ミリリットルのもの）に移し、沸騰させてヘキサンを除
去した後、蒸留フラスコに移して二回蒸留し冷却したもの又はこれと同程度に
水中のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、一・一・一
―トリクロロエタン及び一・一・二―トリクロロエタン（以下本表において
「トリクロロエチレン等」という。）が除去されたもの（注二）

蒸留水又はイオン交換水約一・五リットルを分液ロート（容量二千ミリリット
ルのもの）にとり、ヘキサン約百ミリリットルを加えて振り混ぜ、静置後水層
を三角フラスコ（容量二千ミリリットルのもの）に移し、沸騰させてヘキサン
を除去した後、蒸留フラスコに移して二回蒸留し冷却したもの又はこれと同程
度に水中のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、一・
一・一―トリクロロエタン及び一・一・二―トリクロロエタン（以下本表にお
いて「トリクロロエチレン等」という。）が除去されたもの（注二）

・水の定義を修正

別
表
第
一

第
二
　
検
定
の
方
法

備考
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ニ （削除）
ガラス製注射筒
容量二十ミリリットルのもの

・ろ過操作によって低値になるこ
と、揮発性有機物質の揮発を抑制
する観点からろ過操作をなしとす
るため

ホ （削除）
共栓付試験管
容量二十五ミリリットルのもの

・ろ過操作によって低値になるこ
と、揮発性有機物質の揮発を抑制
する観点からろ過操作をなしとす
るため

ヘ （削除）
ろ紙
孔径一マイクロメートルのグラスファーバーフィルターペーパー（ＧＦＰ）で
あって直径二十五ミリメートル以上四十五ミリメートル以下のもの

・ろ過操作によって低値になるこ
と、揮発性有機物質の揮発を抑制
する観点からろ過操作をなしとす
るため

ト （削除）
ろ紙ホルダー
用いるろ紙の直径に適合するものであってステンレス製のもの

・ろ過操作によって低値になるこ
と、揮発性有機物質の揮発を抑制
する観点からろ過操作をなしとす
るため

ニ　マイクロシリンジ チ　マイクロシリンジ ・チをニに修正

ホ　ガスクロマトグラフ リ　ガスクロマトグラフ ・リをホに修正

(ｲ)　埋立処分（海面埋立処分を除く。）を行おうとする汚泥又はこれを処分
するために処理したものにあっては、あらかじめかくはん子を入れたねじ口付
三角フラスコ（容量五百ミリリットルのもの）に、試料（単位グラム）と溶媒
（水）（単位ミリリットル）とを重量体積比十パーセントの割合となるように
採り（注十一）、速やかに密栓する。このとき、混合液が五百ミリリットル以
上となるようにし、かつ、混合液に対するねじ口付三角フラスコ（容量五百ミ
リリットルのもの）のヘッドスペースができるだけ少なくなるようにする。

(ｲ)　埋立処分（海面埋立処分を除く。）を行おうとする汚泥又はこれを処分
するために処理したものにあっては、あらかじめかくはん子を入れたねじ口付
三角フラスコ（容量五百ミリリットルのもの）に、試料（単位グラム）と溶媒
（水に水酸化ナトリウム又は塩酸を加え、水素イオン濃度が五・八以上六・三
以下となるようにしたもの（注十一））（単位ミリリットル）とを重量体積比
十パーセントの割合となるように採り（注十二）、速やかに密栓する。このと
き、混合液が五百ミリリットル以上となるようにし、かつ、混合液に対するね
じ口付三角フラスコ（容量が五百ミリリットルのもの）のヘッドペースができ
るだけ少なくなるようにする。

(ﾛ)　海面埋立処分を行おうとする汚泥を処分するために処理したものにあっ
ては、あらかじめかくはん子を入れたねじ口付三角フラスコ（容量五百ミリ
リットルのもの）に、試料（単位グラム）と溶媒（水）（単位ミリリットル）
とを重量体積比十パーセントの割合となるように採り（注十一）、速やかに密
栓する。このとき、混合液が五百ミリリットル以上となるようにし、かつ、混
合液に対するねじ口付三角フラスコ（容量が五百ミリリットルのもの）のヘッ
ドスペースができるだけ少なくなるようにする。

(ﾛ)　海面埋立処分を行おうとする汚泥を処分するために処理したものにあっ
ては、あらかじめかくはん子を入れたねじ口付三角フラスコ（容量五百ミリ
リットルのもの）に、試料（単位グラム）と溶媒（水に水酸化ナトリウム又は
塩酸を加え、水素イオン濃度指数が七・八以上八・三以下となるようにしたも
の（注十一））（単位ミリリットル）とを重量体積比十パーセントの割合とな
るように採り（注十二）、速やかに密栓する。このとき、混合液が五百ミリ
リットル以上となるようにし、かつ、混合液に対するねじ口付三角フラスコ
（容量が五百ミリリットルのもの）のヘッドスペースができるだけ少なくなる
ようにする。

(ﾊ)　海面埋立処分を行おうとする汚泥又は海洋投入処分を行おうとする無機
性の汚泥にあっては、あらかじめかくはん子を入れた空げき容量既知（注十
二）のねじ口付三角フラスコ（容量五百ミリリットルのもの）に、空げき容量
（単位ミリリットルのもの）に対し試料の固型分（単位グラム）（注十三）を
重量体積比三パーセントの割合となるように採り、速やかに溶媒（水）を満た
して密栓する。

(ﾊ)　海面埋立処分を行おうとする汚泥又は海洋投入処分を行おうとする無機
性の汚泥にあっては、あらかじめかくはん子を入れた空げき容量既知（注十
三）のねじ口付三角フラスコ（容量五百ミリリットルのもの）に、空げき容量
（単位ミリリットルのもの）に対し試料の固型分（単位グラム）（注十四）を
重量体積比三パーセントの割合となるように採り、速やかに溶媒（水に水酸化
ナトリウム又は塩酸を加え、水素イオン濃度指数が七・八以上八・三以下とな
るようにしたもの（注十一））を満たして密栓する。

(ﾆ)　(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)について、常温（おおむね摂氏二十度に保ち）に保ちマ
グネチックスターラーで四時間連続してかくはんする（注十三）。

(ﾆ)　(ｲ)、(ﾛ)又は(ﾊ)について、常温（おおむね摂氏二十度）に保ちマグネ
チックスターラーで四時間連続してかくはんする（注十四）。

・注番号等修正

(ﾎ)　十分から三十分程度静置後、混合液を正確に十ミリリットル分取し、こ
れを検液とする。

(ﾎ)　十分から三十分程度静置後、上澄み液約二十ミリリットルを、あらかじ
めろ紙を装着したろ紙ホルダーを接続しておいたガラス製注射筒（容量二十ミ
リリットルのもの）の外筒に静かに採り、注射筒の内筒を押し、空気及び始め
の数ミリリットルを排出し、次に共栓付試験管（容量二十五ミリリットルのも
の）にろ液を正確に十ミリリットル分取し、これを検液とする（注十六）。

・ろ過操作によって低値になるこ
と、揮発性有機物質の揮発を抑制
する観点からろ過操作をなしとす
るため

別
表
第
二

（二）

(三)

・溶媒の定義を修正
・注番号修正
・pH調整を不必要としたのは、廃
棄物の主成分元素によって混合液
中のpHが決定されるため。

ハ
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(ﾛ)　ヘキサン層の一部の一定量（例えば五マイクロリットル）をマイクロシ
リンジ（注十五）を用いて採り、直ちにガスクロマトグラフに注入し、ガスク
ロマトグラムを記録する。

(ﾛ)　ヘキサン層の一部の一定量（例えば五マイクロリットル）をマイクロシ
リンジ（注十七）を用いて採り、直ちにガスクロマトグラフに注入し、ガスク
ロマトグラムを記録する。

・注番号修正

(ﾊ)  トリクロロエチレン等の保持時間に相当する位置のピークについて、
ピーク高さ又はピーク面積を測定する（注十六）。

(ﾊ)　トリクロロエチレン等の保持時間に相当する位置のピークについて、
ピーク高さ又はピーク面積を測定する（注十八）。

・注番号修正

（削除）
（注十一）　使用する水酸化ナトリウム及び塩酸は、ガスクロマトグラフに注
入したときトリクロロエチレン等の保持時間に相当する位置にピークがないも
のを用いる。

・(三)(ハ)の修正により削除

（注十一）　試料の一グラム当たりの体積（ミリリットル）を測定し、（注十
二）により求めた空げき容量からヘッドスペースを残さないように加える水の
量を調製してもよい。

（注十二）　試料の一グラム当たりの体積（ミリリットル）を測定し、（注十
三）により求めた空げき容量からヘッドスペースを残さないように加える水の
量を調製してもよい。

・注番号修正

（注十二）　使用するねじ口付三角フラスコ（容量五百ミリリットルのもの）
に使用するかくはん子を入れ質量を測定する。これに水を満たして密栓し、そ
の質量を測定する。前後の質量の差からねじ口付三角フラスコの空げき容量
（単位ミリリットル）を求める。一度空げき容量を測定しておけば、同一容器
及び同一かくはん子を用いることとすれば毎回測定する必要はなく、二回目以
降はその空げき容量を用いてよい。

（注十三）　使用するねじ口付三角フラスコ（容量五百ミリリットルのもの）
に使用するかくはん子を入れ質量を測定する。これに水を満たして密栓し、そ
の質量を測定する。前後の質量の差からねじ口付三角フラスコの空げき容量
（単位ミリリットル）を求める。一度空げき容量を測定しておけば、同一容器
及び同一かくはん子を用いることとすれば毎回測定する必要はなく、二回目以
降はその空げき容量を用いてよい。

・注番号修正

（注十三）　固型分は第一の表の試料液のハの規定による。 （注十四）　固型分は第一の表の試料液のハの規定による。 ・注番号修正

（注十四）　試料と水が均一に混じってかくはんされるようマグネチックス
ターラーを調製すること。また。試料溶液が発熱しないようにすること。

（注十五）　試料と水が均一に混じってかくはんされるようマグネチックス
ターラーを調整すること。また、試料溶液が発熱しないようにすること。

・注番号修正

（削除）

（注十六）　試料対象物質が一・一・二―トリクロロエタンである場合には、
ガラス製注射筒（容量五十ミリリットルのもの）及び共栓付試験管（容量五十
ミリリットルのもの）を用い、上澄み液約五十ミリリットルからろ液を正確に
四十ミリリットル分取し、検液とする。

・(三)二の修正により削除

（注十五）　検量線作成に用いたものと同じものを用いる。 （注十七）　検量線作成に用いたものと同じものを用いる。 ・注番号修正

（注十六）　検量線の上限を超える場合には、二(ｲ)で得られたヘキサン層の
一定量を取り、あらかじめヘキサンを入れた全量フラスコに入れ、適当な濃度
に希釈して測定する。

（注十八）　検量線の上限を超える場合には、二(ｲ)で得られたヘキサン層の
一定量を取り、あらかじめヘキサンを入れた全量フラスコに入れ、適当な濃度
に希釈して測定する。

・注番号修正

ヘキサン約八十ミリリットルを入れた全量フラスコ（容量百ミリリットルのも
の）に混合標準液（注十七）を○・五ミリリットルから十ミリリットルまで段
階的に取り、ヘキサンを標線まで加える。この溶液を用いて㈢の二の(ﾛ)及び
(ﾊ)の操作を行い、トリクロロエチレン等の量（ナノグラム）とピーク高さ又
はピーク面積との関係線をそれぞれ作成する。検量線の作成は、試料測定時に
行う。

ヘキサン約八十ミリリットルを入れた全量フラスコ（容量百ミリリットルのも
の）に混合標準液（注十九）を○・五ミリリットルから十ミリリットルまで段
階的に取り、ヘキサンを標線まで加える。この溶液を用いて㈢の二の(ﾛ)及び
(ﾊ)の操作を行い、トリクロロエチレン等の量（ナノグラム）とピーク高さ又
はピーク面積との関係線をそれぞれ作成する。検量線の作成は、試料測定時に
行う。

・注番号修正

（注十七）　トリクロロエチレン等をそれぞれ単独で試験する場合には、（注
十）で調製した標準液を用いて検量線を作成する。

（注十九）　トリクロロエチレン等をそれぞれ単独で試験する場合には、（注
十）で調製した標準液を用いて検量線を作成する。

・注番号修正

別
表
第
四

（一）

有姿のまま採取した試料をビーカーに採り、金属製以外のへらを用いて小塊を
つぶし、均質な状態としたものを二ミリメートル目の合成繊維製ふるい（金属
製枠のものを除く。）にかけ、通過したものから十グラムを共栓付三角フラス
コ（容量五十ミリリットルのもの）に正確に計り取り、これにアセトン二十ミ
リリットルを加えて密栓し（注一）、三十秒程度振り混ぜ、超音波洗浄器の洗
浄槽に十分間入れ抽出した後、静置する。アセトン層を共栓付メスシリンダー
（容量五十ミリリットルのもの）に採り、再び先の共栓付三角フラスコ（容量
五十ミリリットルのもの）にアセトン二十ミリリットルを加えて密栓し、同様
の抽出操作を行い、分離したアセトン層を先の共栓付メスシリンダーに合わせ
る。このアセトン層を濃縮器を用いて五ミリリットルに濃縮し、これを共栓付
三角フラスコ（容量百ミリリットルのもの）に移し、水（日本工業規格Ｋ○五
五七（一九九八）に規定するＡ三又はＡ四のものをいう。以下本表において同
じ。）を加えて全量を百ミリリットルとする。

有姿のまま採取した試料をビーカーに採り、金属製以外のへらを用いて小塊を
つぶし、均質な状態としたものを二ミリメートル目の合成繊維製ふるい（金属
製枠のものを除く。）にかけ、通過したものから十グラムを共栓付三角フラス
コ（容量五十ミリリットルのもの）に正確に計り取り、これにアセトン二十ミ
リリットルを加えて密栓し（注一）、三十秒程度振り混ぜ、超音波洗浄器の洗
浄槽に十分間入れ抽出した後、静置する。アセトン層を共栓付メスシリンダー
（容量五十ミリリットルのもの）に採り、再び先の共栓付三角フラスコ（容量
五十ミリリットルのもの）にアセトン二十ミリリットルを加えて密栓し、同様
の抽出操作を行い、分離したアセトン層を先の共栓付メスシリンダーに合わせ
る。このアセトン層を濃縮器を用いて五ミリリットルに濃縮し、これを共栓付
三角フラスコ（容量百ミリリットルのもの）に移し、水（日本工業規格Ｋ○五
五七（一九九八）に規定するＡ三のものをいう。以下本表において同じ。）を
加えて全量を百ミリリットルとする。

・水の定義を修正

別
表
第
二

ニ

(四)

（三）
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ホ

硫酸第二鉄アンモニウム六十・三グラムを全量フラスコ（容量五百ミリリット
ルのもの）に採り、水（日本工業規格Ｋ○五五七（一九九八）に規定するＡ三
又はＡ四のものをいう。以下本表において同じ。）百ミリリットルを加え、内
容物を緩くかき混ぜながら硝酸二百八十ミリリットルを加え、水で標線まで薄
めたもの

硫酸第二鉄アンモニウム六十・三グラムを全量フラスコ（容量五百ミリリット
ルのもの）に採り、純水百ミリリットルを加え、内容物を緩くかき混ぜながら
硝酸二百八十ミリリットルを加え、純水で標線まで薄めたもの

・水の定義を明確化

ト

塩化ナトリウム（容量分析用標準試料）○・三二九六グラムを全量フラスコ
（容量千ミリリットルのもの）に正確に計り取り、水で標線まで薄め、更にこ
のうち五十ミリリットルを全量フラスコ（容量五百ミリリットルのもの）に正
確に計り取り、水で標線まで薄めたもの（この溶液一ミリリットルは塩化物イ
オン二十マイクログラムを含む。）

塩化ナトリウム（容量分析用標準試料）○・三二九六グラムを全量フラスコ
（容量千ミリリットルのもの）に正確に計り取り、純水で標線まで薄め、更に
このうち五十ミリリットルを全量フラスコ（容量五百ミリリットルのもの）に
正確に計り取り、純水で標線まで薄めたもの（この溶液一ミリリットルは塩化
物イオン二十マイクログラムを含む。）

・水の定義を明確化

(ｲ)　有機性の汚泥にあっては、有姿のまま採取し、小石等の異物を除去し、
均質な状態としたもの二十五グラムを共栓付三角フラスコ（容量二百ミリリッ
トルのもの）に正確に計り取り、これにヘキサン五十ミリリットルを加えて五
分間振り混ぜた後、三千重力加速度で十分間遠心分離を行い、ヘキサン層を分
液ロート（容量二百ミリリットルのもの）に移し、残留物をもとの共栓付三角
フラスコに戻し、ヘキサン五十ミリリットルを加え、同様の抽出操作を繰り返
し、分離したヘキサン層を先の分液ロートに合わせる。
（後半略）

(ｲ)　有機性の汚泥にあっては、有姿のまま採取し、小石等の異物を除去し、
均質な状態としたもの二十五グラムを共栓付三角フラスコ（容量二百ミリリッ
トルのもの）に正確に計り取り、これにヘキサン五十ミリリットルを加えて五
分間振り混ぜた後、毎分約三千回転で十分間遠心分離を行い、ヘキサン層を分
液ロート（容量二百ミリリットルのもの）に移し、残留物をもとの共栓付三角
フラスコに戻し、ヘキサン五十ミリリットルを加え、同様の抽出操作を繰り返
し、分離したヘキサン層を先のロートに合わせる。
（後半略）

・「第一　検液の作成」一に同じ

(ﾛ)　ヘキサン層を水十ミリリットルで三回から五回水洗いし、十分に水を分
離した後、共栓付三角フラスコ（容量百ミリリットルのもので、あらかじめ乾
燥したもの）に移し、少量の硫酸ナトリウム（無水）を加えて脱水する。次に
脱水したヘキサン溶液を全量フラスコ（容量百ミリリットルのもの）に移し、
残留物を少量のヘキサンで洗い、洗液を全量フラスコに合わせ、ヘキサン溶液
をヘキサンで標線まで薄める。

(ﾛ)　ヘキサン層を純水十ミリリットルで三回から五回水洗いし、十分に水を
分離した後、共栓付三角フラスコ（容量百ミリリットルのもので、あらかじめ
乾燥したもの）に移し、少量の硫酸ナトリウム（無水）を加えて脱水する。次
に脱水したヘキサン溶液を全量フラスコ（容量百ミリリットルのもの）に移
し、残留物を少量のヘキサンで洗い、洗液を全量フラスコに合わせ、ヘキサン
溶液をヘキサンで標線まで薄める。

・水の定義を明確化

ロ

全量フラスコからヘキサン抽出液十ミリリットル以上五十ミリリットル以下を
分液ロートＣ（容量百ミリリットルのもの）に正確に計り取り、ソジウムビ
フェニル有機溶媒溶液十ミリリットルを加え、ヘキサン溶液に青緑色が残るこ
とを確認した後（青緑色が消える場合は、更にソジウムビフェニル有機溶媒溶
液十ミリリットルを加える。）、室温で五分間放置する。次にこのヘキサン溶
液に水二十ミリリットルを加えて振り混ぜ、更に硝酸溶液（五モル毎リット
ル）十ミリリットルを加えて振り混ぜ、静置した後、水層を分液ロートＤ（容
量百ミリリットルのもの）に移し、これにヘキサン二十ミリリットルを加えて
振り混ぜ、静置した後、水層を全量フラスコ（容量五十ミリリットルのもの）
に移す。分液ロートＣのヘキサン層に水十ミリリットルを加えて振り混ぜ、静
置した後、水層を先の全量フラスコに合わせ、水で標線まで薄める（濁りがあ
る場合は、ろ紙五種Ｂ）を用いてろ過した後、薄める。）。

全量フラスコからヘキサン抽出液十ミリリットル以上五十ミリリットル以下を
分液ロートＣ（容量百ミリリットルのもの）に正確に計り取り、ソジウムビ
フェニル有機溶媒溶液十ミリリットルを加え、ヘキサン溶液に青緑色が残るこ
とを確認した後（青緑色が消える場合は、更にソジウムビフェニル有機溶媒溶
液十ミリリットルを加える。）、室温で五分間放置する。次にこのヘキサン溶
液に純水二十ミリリットルを加えて振り混ぜ、更に硝酸溶液（五モル毎リット
ル）十ミリリットルを加えて振り混ぜ、静置した後、水層を分液ロートＤ（容
量百ミリリットルのもの）に移し、これにヘキサン二十ミリリットルを加えて
振り混ぜ、静置した後、水層を全量フラスコ（容量五十ミリリットルのもの）
に移す。分液ロートＣのヘキサン層に純水十ミリリットルを加えて振り混ぜ、
静置した後、水層を先の全量フラスコに合わせ、純水で標線まで薄める（濁り
がある場合は、ろ紙五種Ｂを用いてろ過した後、薄める。）。

・水の定義を明確化

(ｲ)　吸光度A1
ロの抽出液二十ミリリットルを全量フラスコ（容量二十五ミリリットルのも
の）に正確に計り取り、硫酸第二鉄アンモニウム溶液二ミリリットルを加えて
振り混ぜ、チオシアン酸第二水銀エタノール溶液二ミリリットルを加え、水で
標線まで薄め、約十分間放置した後、吸収セルに移し、水を対照液として波長
四百六十ナノメートル付近でその吸光度を測定したもの

(ｲ)　吸光度A1
ロの抽出液二十ミリリットルを全量フラスコ（容量二十五ミリリットルのも
の）に正確に計り取り、硫酸第二鉄アンモニウム溶液二ミリリットルを加えて
振り混ぜ、チオシアン酸第二水銀エタノール溶液二ミリリットルを加え、純水
で標線まで薄め、約十分間放置した後、吸収セルに移し、純水を対照液として
波長四百六十ナノメートル付近でその吸光度を測定したもの

・水の定義を明確化

(ﾛ)　吸光度A2
ロの抽出液二十ミリリットルを全量フラスコ（容量二十五ミリリットルのも
の）に正確に計り取り、硫酸第二鉄アンモニウム溶液二ミリリットルを加えて
振り混ぜ、水で標線まで薄め、約十分間放置した後、吸収セルに移し、水を対
照液として波長四百六十ナノメートル付近でその吸光度を測定したもの

(ﾛ)　吸光度A2
ロの抽出液二十ミリリットルを全量フラスコ（容量二十五ミリリットルのも
の）に正確に計り取り、硫酸第二鉄アンモニウム溶液二ミリリットルを加えて
振り混ぜ、純水で標線まで薄め、約十分間放置した後、吸収セルに移し、純水
を対照液として波長四百六十ナノメートル付近でその吸光度を測定したもの

・水の定義を明確化

（四）

塩化物イオン標準液一ミリリットルから十ミリリットルまでを全量フラスコ
（容量二十五ミリリットルのもの）に段階的に採り、これにそれぞれ水を加え
て約二十ミリリットルとした後、㈢ニ(ｲ)に規定する操作と同様の操作を行
い、それぞれ吸光度を測定する。次に水二十ミリリットルを別の全量フラスコ
（容量二十五ミリリットルのもの）に採ったものについて、これと同様の操作
を行い、吸光度を測定し、これを試薬空試験値とし、塩化物イオンの重量（溶
液二十五ミリリットルに含まれるミリグラム数）と吸光度（試薬空試験値を差
し引いたもの）との関係線を求めることにより検量線を作成する。

塩化物イオン標準液一ミリリットルから十ミリリットルまでを全量フラスコ
（容量二十五ミリリットルのもの）に段階的に採り、これにそれぞれ純水を加
えて約二十ミリリットルとした後、㈢ニ(ｲ)に規定する操作と同様の操作を行
い、それぞれ吸光度を測定する。次に純水二十ミリリットルを別の全量フラス
コ（容量二十五ミリリットルのもの）に採ったものについて、これと同様の操
作を行い、吸光度を測定し、これを試薬空試験値とし、塩化物イオンの重量
（溶液二十五ミリリットルに含まれるミリグラム数）と吸光度（試薬空試験値
を差し引いたもの）との関係線を求めることにより検量線を作成する。

・水の定義を明確化

別
表
第
五

（一）

(三)

イ

ニ
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イ
日本工業規格Ｋ○五五七（一九九八）に規定するＡ三又はＡ四のもの（以下本
表において同じ。）

日本工業規格Ｋ○五五七（一九九八）に規定するＡ三のもの ・水の定義の修正

ロ
日本工業規格Ｋ八二二三（二○○六）に定めるものを、加熱して白煙を発生さ
せた後、放冷したもの

日本工業規格Ｋ八二二三（一九九四）に定めるものを、加熱して白煙を発生さ
せた後、放冷したもの

・ＪＩＳ改正による

ハ 日本工業規格Ｋ九○○五（二○○六）に定めるもの 日本工業規格Ｋ九○○五（一九九六）に定めるもの ・ＪＩＳ改正による

ニ
日本工業規格Ｋ八五六七（二○○六）に定める水酸化ナトリウム十グラムを水
に溶かして百ミリリットルとしたもの

日本工業規格Ｋ八五七六（一九九四）に定める水酸化ナトリウム十グラムを水
に溶かして百ミリリットルとしたもの

・ＪＩＳ改正による

ヘ

日本工業規格Ｋ八七九九（二○一二）に定めるフェノールフタレイン○・五グ
ラムを日本工業規格Ｋ八○一二（二○一二）に定めるエタノール（九十五容量
パーセント）五十ミリリットルに溶かし、水を加えて百ミリリットルとしたも
の

日本工業規格Ｋ八七九九（一九九二）に定めるフェノールフタレイン○・五グ
ラムを日本工業規格Ｋ八一○二（一九九四）に定めるエタノール（九十五容量
パーセント）五十ミリリットルに溶かし、水を加えて百ミリリットルとしたも
の

・ＪＩＳ改正による

リ

日本工業規格Ｋ八○○五（二○○六）に定める容量分析用標準物質の弗化ナト
リウムを白金皿に採り、摂氏五百度で約一時間加熱しデシケーター中で放冷し
た後、弗化ナトリウム百パーセントに対してその○・二二一グラムを採り、少
量の水に溶かし、全量フラスコ（容量千ミリリットルのもの）に移し入れ、水
を標線まで加えたもの（ポリエチレン瓶に保存する。この溶液一ミリリットル
は弗化物イオン百マイクログラムを含む。）

日本工業規格Ｋ八○○五（一九九二）に定める容量分析用標準物質の弗化ナト
リウムを白金皿に採り、摂氏五百度で約一時間加熱しデシケーター中で放冷し
た後、弗化ナトリウム百パーセントに対してその○・二二一グラムを採り、少
量の水に溶かし、全量フラスコ（容量千ミリリットルのもの）に移し入れ、水
を標線まで加えたもの（ポリエチレン瓶に保存する。この溶液一ミリリットル
は弗化物イオン百マイクログラムを含む。）

・ＪＩＳ改正による

（注十）
日本工業規格Ｋ八九五一（二○○六）に定める硫酸三十ミリリットルをビー
カーに入れ加熱して、白煙を発生させた後、放冷したものを用いてもよい。

日本工業規格Ｋ八九五一（一九九五）に定める硫酸三十ミリリットルをビー
カーに入れ加熱して、白煙を発生させた後、放冷したものを用いてもよい。

・ＪＩＳ改正による

イ
日本工業規格Ｋ○五五七（一九九八）に規定するＡ三又はＡ四のもの（以下本
表において同じ。）

日本工業規格Ｋ○一二一（一九九三）の五・一に定めるもの ・水の定義の修正

ロ
日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の附属書１のＸＩＶに定めるベリリウム
検量線用溶液

日本工業規格Ｋ○二二四（一九八三）の四・二の㈤に定めるベリリウム検量線
用溶液

・排ガスのベリリウム分析法（Ｋ
○二二四）は廃止となっている。
Ｋ○一○二において付属書でＩＣ
Ｐ発光分析とＩＣＰ質量分析が採
用されている

イ
検液を日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五・五に定める方法によって前
処理する。

検液を日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の五・五に定める方法によって前
処理する。

・ＪＩＳ改正による

ロ
イの操作を行った検液を日本工業規格Ｋ○一二一（二○○六）の八に定める操
作に従って、一酸化二窒素・アセチレンフレーム中に噴霧し、二百三十四・九
ナノメートルの波長の指示値を読み取る。

イの操作を行った検液を日本工業規格Ｋ○一二一（一九九三）の六に定める操
作に従って、一酸化二窒素・アセチレンフレーム中に噴霧し、二百三十四・九
ナノメートルの波長の指示値を読み取る。

・ＪＩＳ改正による

イ　第一㈠に定めるもの 第一㈠に定めるもの ・イに修正

ロ　硝酸パラジウム
　　日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五四・二に定めるもの

・第一の（一）ロの修正による

ハ
ベリリウム中空陰極ランプ又は無電極放電ランプを備え、かつ、バックグラウ
ンド補正が可能なもの

ベリリウム中空陰極ランプ ・第一の（一）ロの修正による

ニ 日本工業規格Ｋ一一○五（二○○五）に定めるアルゴン二級 日本工業規格Ｋ一一○五（一九九五）に定めるアルゴン二級 ・ＪＩＳ改正による

イ
検液を日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五・五に定める方法によって前
処理する。

検液を日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の五・五に定める方法によって前
処理する。

・ＪＩＳ改正による

ロ

イの操作を行った検液の一定量（例えば十マイクロリットルから五十マイクロ
リットル）をマイクロピペットで発熱体に注入し、日本工業規格Ｋ○一二一
（二○○六）の五四・二に定める操作に従って、乾燥した後、灰化し、次に原
子化し、二百三十四・九ナノメートルの波長の指示値を読み取る（注一）（注
二）（注三）。

イの操作を行った検液の一定量（例えば十マイクロリットルから五十マイクロ
リットル）をマイクロピペットで発熱体に注入し、日本工業規格Ｋ○一二一
（一九九三）の六に定める操作に従って、乾燥した後、灰化し、次に原子化
し、二百三十四・九ナノメートルの波長の指示値を読み取る（注一）（注二）
（注三）。

・ＪＩＳ改正による

別
表
第
六

（一）

(三)

第
一
　
フ
レ
ー
ム
原
子
吸
光
法

(一)

(一)

(三)

(二)

第
二
　
電
気
加
熱
原
子
吸
光
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（三） （注三）
必要に応じマトリックスモディファイヤーとして硝酸パラジウムを測定時に添
加する。操作は日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五四・二に定める方法
によって行う。

必要に応じマトリックスモディファイヤーとして○・○五ミリグラム相当の硝
酸マグネシウムを測定時に添加する。

・第一の（一）ロの修正による

イ　第一㈠に定めるもの 第一㈠に定めるもの ・イに修正

ロ　イットリウム標準液（五○マイクログラム毎ミリリットル）
　　日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の四七・三の備考五．六）に定める
もの

・ＪＩＳ改正により、内標準法が
採用されたため

イ
検液を日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五・五に定める方法によって前
処理する。

検液を日本工業規格Ｋ○一○二（一九九八）の五・五に定める方法によって前
処理する。

・ＪＩＳ改正による

ロ

イの操作を行った検液を全量フラスコ（容量百ミリリットルのもの）に採り、
日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の四七・三の備考５に定める内標準法の
操作に従って、イットリウム溶液（五○マイクログラム毎リットル）十ミリ
リットルを加え、水を標線まで加える。

イの操作を行った検液を日本工業規格Ｋ○一一六（一九九五）の五に定める操
作に従って、プラズマトーチ中に噴霧し、二百三十四・九ナノメートルの波長
の指示値を測定する（注一）。

・ＪＩＳ改正により、内標準法が
採用されたため

ハ

ロの溶液を日本工業規格Ｋ○一一六（二○○三）の五に定める操作に従って、
プラズマ中に噴霧し、ベリリウム（三百十三・○四ナノメートル、二百三十
四・九ナノメートル又は三百十三・一一ナノメートル）及びイットリウム（三
百七十一・○三ナノメートル）の発光強度を測定し、ベリリウムとイットリウ
ムの発光強度比を求める。（注一）

・ＪＩＳ改正により、内標準法が
採用されたため

ニ　空試験として、試料に代えて水を用い、イ及びロの操作を行い、ベリリウ
ムの発光強度とイットリウムの発光強度の比を求め、ハで得た発光強度比を補
正する。

ハ　空試験として、イの操作を行う前の検液の量と同量の水を採り、イ及びロ
の操作を行って、検液について得た指示値を補正する。

・ＪＩＳ改正により、内標準法が
採用されたため

ホ　検量線からベリリウムの量を求め、検液中のベリリウムの濃度を算出する
（注二）。

ニ　検量線からベリリウムの量を求め、検液中のベリリウムの濃度を算出する
（注二）。

・ニをホに修正

（注二）
塩類濃度が高く内標準法が適用できない場合には、日本工業規格Ｋ○一一六
（二○○三）の五・八・三のｂ）に定める標準添加法を用いる。ただし、この
場合は、検液の種類によらずバックグラウンド補正を行う必要がある。

塩類濃度が高く検量線法が適用できない場合には、日本工業規格Ｋ○一一六
（一九九五）の五・八・三の㈡に定める標準添加法を用いる。ただし、この場
合は、検液の種類によらずバックグラウンド補正を行う必要がある。

・ＪＩＳ改正により、内標準法が
採用されたため

(四)

ベリリウム標準液を全量フラスコ（容量百ミリリットルのもの）に段階的に採
り、㈢イの操作を行った検液と同じ条件になるように酸を加えた後、イットリ
ウム溶液（五○マイクログラム毎ミリリットル）十ミリリットルを加え、水を
標線まで加える。この溶液について㈢ハの操作を行い、ベリリウムとイットリ
ウムの発光強度の比を求める。別に空試験として水について検量線の作成に用
いた標準溶液を同じ操作を行って、ベリリウムの量とベリリウムとイットリウ
ムの発光強度との関係線を作成する。検量線の作成は、試料測定時に行う。

ベリリウム標準液を全量フラスコ（容量百ミリリットルのもの）に段階的に採
り、㈢イの操作を行った検液と同じ条件になるように酸を加えた後、水を標線
まで加える。この溶液について㈢ロの操作を行う。別に空試験として水につい
て検量線の作成に用いた標準溶液と同じ条件になるように酸を加えた後、㈢ロ
の操作を行って標準液について得た指示値を補正し、ベリリウムの量と指示値
との関係線を作成する。検量線の作成は、試料測定時に行う。

・ＪＩＳ改正により、内標準法が
採用されたため

（一）
試薬
第一㈠に定めるもの

（二）
器具及び装置
ＩＣＰ質量分析計

（三）

試験操作
　イ　検液を日本工業規格Ｋ○一○二（二○○八）の五・五に定める方法に
よって前処理する。
　ロ　イの操作を行った検液に内標準元素を加え、日本工業規格Ｋ○一○二
（二○○八）の五二・五に定める操作に従って、プラズマ中に噴霧し、ベリリ
ウムと内標準元素の質量数／電荷の指示値との比を求める（注一）。
　ハ　空試験として、イの操作を行う前の検液の量と同量の水を採り、イ及び
ロの操作を行って、検液について得た定量値を補正する。
　ニ　内標準法からベリリウムの量を求め、検液中のベリリウムの濃度を算出
する（注二）。
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・実験的検討の結果、公定法（水
素化物発生原子吸光法又は水素化
物発生ICP発光法）と整合がとれた
ことが確認されたため新たに採用
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（注一）
ベリリウムの質量数は九で、内標準元素はイットリウムを用いる。ただし、検
液にイットリウムが存在する場合は、ガリウム、ゲルマニウム等検液に含まれ
ない元素を用いる。

（注二）
塩類濃度が高く内標準法が適用できない場合には、日本工業規格Ｋ○一三三
（二○○七）の一二・二ｃ）に定める標準添加法を用いる。

（四）

検量線の作成
ベリリウム標準液を全量フラスコ（容量百ミリリットルのもの）に段階的に採
り、㈢イの操作を行った検液と同じ条件になるように酸及び内標準液を加えた
後、水を標線まで加える。この溶液について㈢ロの操作を行う。別に空試験と
して水について検量線の作成に用いた標準溶液と同じ条件になるように酸及び
内標準液を加えた後、㈢ロの操作を行って、ベリリウムと内標準元素の指示値
との比を求め、ベリリウムの量との関係線を作成する。検量線の作成は、試料
測定時に行う。

第
四
　
Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
法

別
表
第
七

・実験的検討の結果、公定法（水
素化物発生原子吸光法又は水素化
物発生ICP発光法）と整合がとれた
ことが確認されたため新たに採用

（三）
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